
公示第１号 

 

 

四日市港における船舶と陸地との間の交通場所並びに貨物の積卸場所の指定 

についての一部改正について 

 

 

関税法（昭和２９年法律第６１号）第２４条第１項の規定による四日市港における船舶

と陸地との間の交通場所並びに貨物の積卸場所の指定について（昭和４６年１２月２０日

付公示第１号）の一部を下記のとおり改正し、同法施行令（昭和２９年政令第１５０号）

第２２条第１項の規定により公告する。 

 

平成３１年４月１８日 

 

四日市税関支署長  奥 田 宮 春   

 

 

記 

 

１．本邦と外国との間を往来する船舶と陸地との間の交通場所 

記１の表中 

 「 

(18)霞９号桟橋にけい留する船舶 中部電力株式会社四日市ＬＮＧ

センター正門警備所前通路及び

東邦ガス株式会社四日市工場正

門警備所前通路並びに四日市エ

ルピージー基地株式会社霞事業

所正門前通路 

   」を 

  「 

(18) 霞９号桟橋にけい留する船舶 株式会社ＪＥＲＡ四日市ＬＮＧ

センター正門警備所前通路及び

東邦ガス株式会社四日市工場正

門警備所前通路並びに四日市エ

ルピージー基地株式会社霞事業

所正門前通路 

 」に、 

  「 

(20)川越火力ＬＮＧ受入桟橋にけい留す

る船舶 

中部電力株式会社川越火力発電

所通用門保安室前通路 

   」を 

 



  「 

(20)川越火力ＬＮＧ受入桟橋にけい留す

る船舶 

株式会社ＪＥＲＡ川越火力発電

所通用門保安室前通路 

」に、 

改める。 

 

 

 

２．貨物の積卸場所 

記２の表中 

 「   

(12)中部電力川越火力ＬＮＧ受

入桟橋 

三重郡川越町大字亀崎新田字

町屋８６地先 

 

」を 

  「   

(12)株式会社ＪＥＲＡ川越火力

ＬＮＧ受入桟橋 

三重郡川越町大字亀崎新田字

町屋８６地先 

 

」に 

改める。 

 

附 則 

この公示は、平成３１年４月１８日から施行する。 
 


